
介護分野における特定技能協議会 入会証明書（新旧様式）のイメージ

旧様式（～2024年12月31日使用可能） 新様式（2024年6月～使用可能）

・介護分野における特定技能協議会では、手続きの見直しに伴い、入会証明書の様式を変更いたします。新旧のイメージは下記の通りです。
・2024年12月31日までを移行期間とし、旧様式の入会証明書も使用可能とします。
・2025年1月1日以降は、旧様式の入会証明書は使用不可とし、新様式のみ使用可能とします。

※１ 有効期限は、初回1年、更新
後4年ごととし、更新時には登録
情報の最新を求めることとします。

（表面） （裏面）

介護分野における特定技能協議会事務局
2024年5月9日

裏面に事業所名及び事業所住所を記載。
入会証明書に記載のある事業所は、申
請された事業所の指定通知書等をもと
に協議会が受入れ可能と判断した事業
所のみ記載しています。

表面に有効期間(※１)を記載。
有効期間内の入会証明書のみ
有効とします。

協議会では遵守事項の
誓約を受け、証明書を
発行することとします。

（表面）
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